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それでは、定刻が参りましたので、ただいまより平成２４年度第２

回目の川西市国民健康保険運営協議会を開催いたします。 
本日は、年末の大変お忙しい時期ですけれどもご出席いただきまし

て、誠にありがとうございます。 
本日の会議は、「川西市国民健康保険運営協議会会議公開制度運用

要綱」第５条の規定に基づき傍聴を認めるところとしておりますので、

ご了承をお願いいたします。 
まず、開催にあたりまして、事務局より資料が配布されているかと

思いますので、事務局の方、確認お願いします。 
 
それでは資料の確認をさせていただきます。まず、資料１、２、３

と３部郵送させていただいているかと思います。そのうちの資料１で

すが、１番最初のページを差し替えさせていただきます。テーブルに

配布させていただいているかと思います。修正点は、平成２３年度決

算額のところで、１０万円ほど総額に誤りがありました。修正内容と

してはそこだけですので、給付費の見込みに変更はございません。よ

ろしくお願いします。 
 
ありがとうございます。皆さん、資料の方はお揃いでしょうか。そ

れと会議案内の中で、前回配布されました「国民健康保険の安定を求

めて」も持参するようにということでしたがよろしいでしょうか。 
それでは次に健康福祉部の根津部長よりご挨拶がございます。根津

部長、よろしくお願いします。 
 
皆様、こんにちは。 
本日は何かとお忙しい中、平成２４年度第２回目の国民健康保険運

営協議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。委員

の皆様におかれましては、平素より本市の国民健康保険事業の運営に、

ご理解とご協力をいただいておりますけれども、厚くお礼申し上げま

す。 
さて、前回の運営協議会におかれましては本市の国民健康保険事業

の現状、すなわち増え続けております医療給付費の状況や、その反面

ではありますが、収入側の国民健康保険税の収納状況などの説明をさ

せていただきました。本日は、今後の国民健康保険事業の収支見込み。

さらには次回以降になりますけれども、適正な税率の設定について、 
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皆様にご議論いただきたいと考えております。どうか委員の皆様方に

は、安定した国民健康保険の運営のためにも、忌憚なくご意見いただ

きますようお願いします。簡単ではございますが、ご挨拶といたしま

す。 
 
ありがとうございました。本日は中井委員、佐々木保幸委員、竹本

委員が所用のため欠席でございます。また、上田委員が所用のため、

若干遅れて出席となっております。 
続きまして、本日の議事録の署名委員の選出をさせていただきます。

私の方で指名させていただきますが、ご異議はございませんか。 
 
《異議なし、の声》 
  
ありがとうございます。 
それでは異議なしとのことですので、本日の署名委員といたしまし

て、橋本委員と松浦委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 
それでは議題に基づきまして進行させていただきます。協議事項１

の「平成２４～２６年度国民健康保険事業収支見込みについて」を議

題といたします。内容について事務局の方、説明をお願いします。 
 
それでは私の方から説明させていただきます。まず資料１をご覧い

ただけますか。国民健康保険事業特別会計収支見込とさせていただい

ているものです。この表の中では平成２６年度までの収支見込みをし

ており、平成２３年度までは決算となっています。平成２４年度につ

いて、収入が１６８億８，０００万円。支出が１７９億円となってい

ます。差し引きして約１０億円の赤字が平成２４年度末で発生する見

込みです。しかしこの中には、すでに決定されている法定外繰入金。

平成２２年度末までの赤字解消のための繰入金が含まれていますの

で、実質平成２４年度末の赤字というのはこれを戻した金額と考える

べきと考えています。つまり１億９，０００万円を戻した金額、１２

億１，４００万円。これが平成２４年度末の赤字の数字であるとして、

今後の検討を進めていきたいと考えています。その考え方でいきます

と、平成２５年度につきましては、平成２４、２５年度の１億９，０

００万円ずつの合計３億８，０００万円。平成２６年度につきまして

は５億７，０００万円となり、１億９，０００万円を積み上げるとい

いますか、戻した金額がそれぞれの年度の赤字額ということで、この

赤字額についてどう解消していくかということになります。ちなみに、 
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平成２６年度末については、今の計算で２７億８２９万３，０００円

という赤字額になります。ですので、見込みとして平成２４年度末ま

での赤字額が１２億１，０００万円、それが平成２６年度末までに２

７億８００万円。この差額１５億円が、何もしなければ、平成２５、

２６年度に新たに発生する赤字額ということになると考えています。

今後、平成２４年度末に見込んでいる１２億円という赤字額と、平成

２５、２６年度に新たに発生する１５億円という赤字額に対し、どの

ように対策し、解消していくかを皆様にご議論いただくことになって

いきます。 
税率を算定するにあたって、どのように考えていくかということで

すけれども、下に書かれてあります支出の方を見ていくことになりま

す。①総務費は別にしまして、②以降、給付費がどのようになってい

くか。後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、介護納付金等がどの程

度の請求が来て、そういう支出の方が全体としていくらくらいになる

のかということを考えていくことになります。その上で収入の方です。

まず、⑤前期高齢者交付金。社会保険等からいただく交付金ですけれ

ども、それに加えて、国庫支出金、県支出金等を全体の収入から除い

た、残りの部分を①国民健康保険税で賄っていくことになります。そ

うして保険税に求める税率を考えた中で、⑧繰入金です。平成２２年

度末までの赤字を法定外繰入で賄うということはすでに決定されてい

ます。その繰入金について今回はどのように考えていくのかというこ

とで、その結果からもう一度税率を見直していくという流れで考えて

います。 
それでは、この見込みを立てた根拠を順番に説明させていただきま

す。一番大きな要素としては被保険者数、１人あたり給付費、調定額

における収納率になってきます。ページを１枚めくっていただけます

か。被保険者と世帯数の見込みの表でございます。この表の中で平成

２４年度をどう見込んだか説明します。２４年度の欄ですが、１０月

までは実績数値となっております。確定の数字です。１１月以降につ

きましては数字を作成し表にしているわけですが、平成２３年度１１

月以降の動きをみて作成しております。その上で平成２５、２６年度

と見込んでいっています。この５カ月間の見込みをしているわけです

が、最終的には１月に答申をいただくようにスケジュールを組んでい

ますけれども、その時にご提案するのは１２月末までの実績数値と３

カ月間の見込み数値となり、数字が変わってきます。変わってきます

が、より正確な数字になっていくということです。今の段階では考え 
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方をご理解いただけたらと思っています。 
見込みについては、平成２３年度とだいたい同じ傾向が続くだろう

と思っていますが、一点だけ大きく違ってきます。それは、前期高齢

者の動きです。特に６５～６９歳の部分です。この表の右半分ぐらい

のところに、６５～７４歳の前期高齢者のデータがあります。そのな

かの６５～６９歳のところです。平成２３年度までは月々減少の傾向

にありましたが、それが平成２４年度から増加に転じています。これ

は昭和２２～２４年のいわゆる団塊世代が、平成２４年度から６５歳

を迎えているのが大きく影響を与えています。ここの数字の伸び方に

つきましては、平成２２、２３年度というのが昭和２０、２１年の非

常に人口の少ないときのデータとなりますので、それよりさらに前に

遡って前期高齢者がどのように伸びていったかというのを見たうえ

で、今回１１月以降はだいたい２０人ずつ増えていくのではないかと

見込んでいます。つまり、７０歳に到達する人々と６５歳に到達する

人々の差が２０人ずつだと見込んでいます。 
一方で国保高齢者と呼ばれる、７０～７４歳の方々についてですけ

れども、一定して増えていくという見込みをしています。このように

平成２４年度を見込んでいき、平成２５、２６年度についてもだいた

い同じような傾向で数字を見込んでいます。 
数字が特別な動きをするのが４月で、転入ですとか、会社を辞めて

国民健康保険に入るなどして、大きく被保険者数が増えます。高齢者

の動きでしたら、所得の見直しがある８月に、１割負担と３割負担の

間に動きがあります。それと１月については、ご高齢の方が１月１日

誕生日という方が多いのですが、その影響からか、１月には非常に大

きく動く傾向が過去からございます。そういうのも含めたうえで平成

２５、２６年度につきましても修正を加えて見込んでいます。それを

一覧表にしていますのが次ページです。 
世帯数と被保険者数の推移です。表の色を付けている部分ですけれ

ども、退職者を含めた合計の被保険者数です。その下にありますのが

対前年度比です。平成２２年度のみ若干増えていますけれども、それ

以降につきましては減少していくだろうという見込みです。平成２２

年度の増加の要因につきましては先日お話させていただいています

が、非自発的失業者に対する軽減制度が充実したことによって、国保

に加入する人が増えたということです。特に川西市はサラリーマンの

多いまちですので、被保険者数が増加したということです。またのち

ほど見ていただいてもいいかと思いますけれども、今日お持ちいただ 
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いている、国民健康保険の安定を求めてという冊子の１０ページにお

きましても、被保険者数の見込みということで、全国的な被保険者数

の見込みを立てています。これにつきましても国保の加入者数につい

ては減少する傾向にあるということで、川西市についてもこれと同じ

ような傾向にあるなと私たちは考えています。全体の数としてはだい

たい１％前後減少していく傾向にありますが、下のグラフを見ていた

だきましたらおわかりいただけますように、７０歳以上の人、それか

ら６５歳から６９歳の人というのは、被保険者数全体に占める割合が

増えていく見込みを立てています。若い人というのは減少を続けてい

く見込みを立てています。ということは、また別の資料で説明させて

いただきますけれども、比較的医療にかかる年代の人が増え、そうで

ない年代の人が減っていくということです。被保険者数自体は減って

いきますけれども、１人あたりの給付費というのは増えていきますの

で、給付費については増加する見込みを立てざるを得ない状況です。 

次のページをお願いします。今立てている被保険者数の見込みを受け

て、一般被保険者現年度分の調定額と収納額はどのように推移してい

くかという表、及びグラフです。説明については医療給付費分のとこ

ろでしていきたいと思います。まず、１人あたり調定額についてです

が、色を塗っています上のところですね。その前年度比のところに色

を付けております。ここの平成２３年度実績のところですけれども、

前年度比が１．０２４７ということで、２．４７％の増加となってい

ます。これは平成２３年度に税率改定を行ったから伸びたということ

です。ただですね、この改定は５．１１％の改定を目指して行った改

定です。それにもかかわらず２．４７％しか伸びなかったのは、調定

額自体が落ちているからだと言えます。調定額が落ちるということが

どういうことかといいますと、被保険者の方々の所得が落ちていると

いうことが言えると思います。平成２０年、２００８年９月にリーマ

ンショックがあって、それから若干遅れて日本には影響が来たと聞い

ていますけれども、平成２１、２２年、特に平成２２年に落ちており、

それが平成２３年にも残っていたのかなあと思っています。そしてこ

の平成２４年度の見込みを立てています。９９．０３という数字です。

減少していますけれども、減少幅は小さくなってきているという状況

です。３、４％落ちていたものが１％程度に落ち着いてきたのかなあ

と思っています。平成２５、２６年度をどう見込んでいくかといいま

すと、平成２５年度については平成２４年度と同様の減を見込むべき

ではないかと考えています。ただ、平成２６年度については平成２５ 
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年度と同じレベルで推移していけばという見込みを立てています。 
次に収納率についてですが、平成２０年度に後期高齢者医療制度が

創設されまして、非常に収納率の高い層が国民健康保険から抜けた影

響がありまして、ずっと減少の傾向が続いています。平成２４年度に

ついても一定レベルで減少する見込みです。ただし、平成２５、２６

年度については、このまま減という見込みを立てるのではなく、私た

ちも収納アップに向け力を注いでいきまして、少なくとも８８．１３％

という数字は維持しなければならないと考えています。そのような見

込みの中で、税率改定を行わなければ保険税収納については減少して

いくという見込みを立てています。グラフに置き換えたのが下に示し

ています。平成２２年度の１人あたりの調定額の減には著しいものが

あって、平成２３年度は税率改定によって若干上がり、しかし減少し

ていく傾向で見込みを立てています。 
それでは次のページに移ってください。税率改定における要素であ

る給付費について見込んだ表です。この表について、平成２４年度の

給付費をどのように見込んだかという表です。平成２４年度という色

のついた箇所の下にある、３月～９月診療としている、ここの部分ま

でが実績データです。１０月～２月診療（見込）となっているところ

が見込んだ数字です。この見込みをどうやって出したかについて今か

ら説明させていただきます。 
表の欄外に記載しています、下から２つめの項目で、２４年度１０

月～２月給付費（見込）は、１人あたり額について、２２、２３年度

の１０月～２月の伸び率の平均（１０５．６５）を、２３年度１０月

～２月（２２，１９１）に乗じて算出し、被保険者数見込１９７，２

３０に乗じて算出となっていますけれども、これについて説明させて

いただきます。１０月～２月診療となっている、１人あたり額の欄を

見ていただけますか。一番下の左から２番めの数字ですが、１０５．

６５となっていると思います。これは、平成２２年度１０月～２月診

療の伸び率が３．１２。平成２３年度が８．１８。この間をとってい

ます。これに平成２３年度１０月～２月診療の１人あたり額である２

２，１９１円を掛けた数字が２３，４４５円という数字です。そして

この２３，４４５円という数字に１９７，２３０という数字を掛け合

わせたのが給付費合計になっています。４６億２，４０５万７，３５

０円という数字を、１０月～２月の給付費として見込みをしています。

これに３月～９月診療の約６１億７，０００万円を加えた額が、平成

２４年度の色がついているところの給付費合計１０７億９，０００万 
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 円という見込みを立てました。これを過去の療給費、療養費、高額療養

費の実績から按分したのが、右側に続いています療給費としては９５億

３，０００万円、療養費で１億９０００万円、高額療養費で１０億８０

００万円というような見込みを立てました。そして、１枚飛ばしまして

最後のページをご覧ください。１枚飛ばしたところは退職被保険者に関

することです。ここはあまり影響がありませんので飛ばさせていただき

ます。最後のページは、先ほどの平成２４年度の療給費、療養費、高額

療養費の見込みの金額をそのまま当てはめた表です。色付きになってい

るところですが、年間の１人あたりの額が２７２，３２２円で、対前年

度比で３．４５％の伸びとしています。ですから、平成２４年度の給付

費の伸びとしては、平成２３年度比で３．４５％の伸びを見込んだとい

うことです。その隣が平成２３年度実績の伸びで、６．７１％の伸び。

これと比較すれば、給付の伸びは若干落ち着いたということです。その

前の年の平成２２年度については１．３７％です。この平成２２年度か

ら平成２４年度までの３か年度の平均をとって、平成２５年度と平成２

６年度の給付の見込みとさせていただきました。それが３．８４％とい

う伸びです。当然、給付費が伸びましたらそれに伴いまして高い税率設

定になってくるわけですが、私たちからしても、この平成２４年度の見

込みである３．４５％程度の伸びでずっとあってほしいですが、平成２

３年度に非常に大きく伸びたということもありますので、それを考慮に

入れた給付費の見込みをするべきだろうということで、３．８４％の伸

びという見込みをさせていただいています。この表の内容をグラフで表

すと、やはり右肩上がりになっていることがわかります。特に、平成２

２年度と平成２３年度とでは医療給付費合計、一人当たり給付費ともに

急激に上がっています。 

給付の見込みを見ていただいたうえで、平成２３、２４年度の途中経

過について各市と比較をしています。資料３の１枚めをご覧いただけま

すか。この表では一般被保険者の療養給付費分について入院、入院外、

歯科、調剤とそれらの合計を伊丹市、宝塚市、三田市、猪名川町、そし

て川西市とで比較しています。左側が平成２３年度、右側が平成２２年

度となっていまして、５％以上増えているところについて色を付けてい

ます。以前から申し上げているように、入院の部分が１１％伸びている

ということで、ここが川西市の全体の給付費を大きく伸ばしていると考

えています。同様に伊丹市、三田市、猪名川町についても５％以上の伸

びがありました。色は塗っていませんが、宝塚市についても４．３１％

と一定規模の伸びが確認できると思います。調剤のところでも色が塗っ 
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てありますけれども、これはあくまで調剤レセプトのみをピックアッ

プした、すなわち院外処方、薬局のレセプトだけで集計しています。

院内処方が残っているところもありますが、徐々に院外処方へ変わっ

てきている部分がありますので、それによる影響が大きいと考えてい

ます。このように、北阪神地区においてはだいたい同じような給付費

の伸びがあったといえるかと思います。 

では、この資料の最後のページご覧いただけますか。先ほどは給付

という側面からでしたが、次は医療費という側面から見ていきたいと

思います。給付というのは保険者側の負担でして、被保険者が３割負

担であれば残りの７割の部分です。医療費というのは１０割です。こ

こでは県全体のデータも入れています。グラフの真ん中にある二重線

が県内平均のデータです。２１、２２、２３年度の対前年度比の伸び

率が示されています。県内の国保全体で、３％台で推移していてそれ

ほどの乱高下はありませんが、Ⅴ字になっているのが北阪神地区の状

況です。平成２１年度から２２年度にかけて下がっていますが、２３

年度にかけて再び上がっている傾向があります。そうなった経緯や理

由についてはなかなか分析ができない状況です。何が増えているかと

いうと入院で、それは北阪神地区どれをとってもそうですけれども、

そうなった理由というのは掴めていません。県という大きい枠でとら

えると均されるというのがここで表されています。 

では他のデータで各市の比較をしていきたいと思います。２枚めを

ご覧いただけますか。レセプト１件あたりの日数です。どれだけ病院

に行っているかという量を示すものになっています。伊丹市は多く、

宝塚市は少ないという傾向がすべての月においてあてはまり、三田市

と川西市がその間にあるという状況です。１枚めくって、こちらが１

件あたりの費用額となっています。レセプト１件に対してどれだけの

費用がかかっているかという、外来も入院も含めた数字です。これに

ついてはグラフも乱れており、特に傾向は見受けられません。三田市

について高い数値で推移しているという状況です。続きまして、１日

あたりの費用額となっています。このグラフについても乱れてはいま

すが、伊丹市が一番下になっています。１件あたりの日数では伊丹市

が一番多いのに、ここでは一番少ない数値になっている状況です。最

後に１人あたり費用額です。ここで言えることというのは、川西市が

少し高い位置にあるということです。これについては、川西市におい

て高齢化が進んでいる影響があるのかなと思います。川西市の前期高

齢者の加入率ですが、平成２３年度実績で３９．９４％です。県平均 
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で３３．６６％なので、かなり川西市は前期高齢者の割合が高いとい

うことです。これは相生市に次いで県内２番めの高さです。ちなみに、

伊丹市が３２．４０％、三田市が３２．７２％、宝塚市が３５．８３％

となっており、グラフで見ても伊丹市が低い位置にあるという感じは

いたします。１人あたり費用額という面からだとやはり高齢化の影響

がでてくるなと考えています。月々でなぜこんなに上下するのかとい

うのはなかなか難しいところで、分析も進んでいない状況です。 
１枚めくっていただけますか。初めに説明しました表の、今年度と

昨年度を比較したものです。４カ月分の実績しかないのですが、伊丹

市、宝塚市、三田市、猪名川町と協力し作成しています。こちらにつ

いても５％以上の伸びがある箇所に色を付けて示しています。全体と

しては平成２３年度当時の伸び率よりやや鈍化していますが、傾向と

しては同じで、入院が医療費全体を伸ばしており、外来についてはさ

ほどではありません。高齢化が進んでいることもあるのでしょうが、

入院が医療費に与える影響というのが大きいと言えると思います。現

段階では５．６７％の伸び率なので、このまま推移してくれないかな

という思いです。ただ、昨年度も年度後半で急激に伸びていますので、

まだまだ楽観できないと考えています。この給付の実績についても、

２カ月間の実績を加えた最新の情報をお伝えする予定ですので、まだ

まだ変わってくる可能性はあると考えていただけたらと思います。 
次に、資料２をご覧いただけますか。Ａ３サイズの資料ですけれど

も、非常に細かい数字で申し訳ないのですが、資料１で示しました収

支をさらに細かくした明細です。この数字すべてを皆様に説明するつ

もりではありません。しかし私たちが見込みをするうえで非常に苦慮

する点だけ説明したいと思っています。最後のページで、ちょうど真

ん中ほどにある後期高齢者支援金等というところをご覧いただけます

か。この後期高齢者支援金については、まず概算というかたちで国が

過去の実績に基づいて数字を提示してきます。過去というのは２年前

の実績ですけれども、その数字に２年後にはだいたいこうなるだろう

というような補正係数を掛け合わせ、概算というかたちで提示してき

ます。平成２４年度としては２１億１，３６４万円という概算請求が

あり、この数字は概算被保険者数見込の４万２，６８１人というのと、

概算１人あたり費用額４万９，５２２円を掛け合わせた数字です。そ

して、概算の下に精算としまして約１，０００万円あります。この数

字は２年前の概算の数字と、精算被保険者数４万３，２２７人と精算

１人あたり費用額４万３，９９９円とを掛け合わせた数字との差額で 
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す。つまり国は、平成２４年度の概算と、２年前について精算したと

ころ、１，０００万円ほど足りなかったので、それも加えて請求して

いるわけです。市としては、精算というのはまだ見込みやすいのです

が、概算というのは国が提示する数字なので、それを見込むというの

はかなり難しいものがあります。平成２３年度の精算額としては７，

２００万円ほどになっていますけれども、これは平成２１年度の概算

で７，２００万円の見込み間違いをしていたことになります。川西市

としては７，２００万円多く払い過ぎていたということです。平成２

２年度については１億３，６００万円のマイナスということですので、

平成２０年度の概算でそれだけ払い過ぎていたということになりま

す。では、たとえば平成２３年度の予算を組み立てるのに、２年前の

精算で７，２００万円あるということが簡単に見込めるかというと決

してそうではありませんし、１億３，６００万円ともなるとなおさら

です。国としては２年遅れであろうと、ちゃんと精算しているという

ことだと思いますが、市としましては、年度ごとに収支を整えてなん

とかやっていっているゆえに、この差が出てきてしまうというのはか

なり厳しいものがあります。ただ、今後は実績もある程度出てきてい

ますので、制度当初ほど外してくることはないと思いますが、介護納

付金や歳入の方ですが前期高齢者調整交付金なども同じように２年後

精算というかたちですので、見込みが困難であることをご理解いただ

けたらと思います。国が提示する概算の数字というのはあまりにも根

拠に乏しく、苦慮している部分です。結局、国の予算というのが最初

にあって、まず２年後精算をし、その残った部分を概算として提示し

ているのではないかと思いたくなるようなもので、見込みを出すのは

非常に難しいところでして、そこのところを示すうえでこちらの資料

をご用意いたしました。歳出において、事務費であるとか出産育児諸

費、葬祭諸費につきましては、平成２３年度実績をそのまま引用して

います。後期高齢者支援金、介護納付金の概算見込みについてはもう

少し詳細にしていく必要があると思っています。共同事業の拠出金に

ついて直近で届いた資料があるので、それについては見直しをします。

数字についてはまだまだ精査していく必要があります。給付費の見込

みや被保険者数の見込みと同時に、さらに詳細な数字を今後皆様に示

したいと思っています。 
以上、資料についての説明、特に資料１で示した給付費の見込みを

どのようにしていったのかを説明させていただきました。私の方から

は以上です。 
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保険年金課長 
 
会 長 
 
 
 
委 員 
 
 
 
 
 
委 員 
 
 
 
 
 
 
委 員 
 
委 員 

どうもありがとうございました。事務局からの説明は以上となりま

すが、ここまでで何かご質問等はありませんか。わからない点はどん

どん質問していただいたらと思います。ただいまの説明から、かなり

医療費というのが見込み以上に膨らんでいることがわかりますけれど

も、このあたりについてわからないことがあればどうぞ遠慮なく質問

してください。 
平成２３年度というのは特に医療費の伸びが大きかったのですけれ

ども、そちらの委員の方、何かご意見等ありませんか。 
 
特にはありませんが、この医療費の部分では生活保護も含まれるの

でしょうか。 
 
いえ、含まれていません。あくまで国保だけです。 
 
平成２３年度は前年に比べてやはり急激な給付の伸びであるとか、

そういった印象を持たれた方とかおられませんか。感想とかでも結構

ですよ。 
 
感想といいますか、身内で入院している人の話を聞くと、高齢者だ

とずっと入院していると医療費が高くなるから、いったん退院させて

必要であればまた戻らせてという感じで、ずっと入院させてもらえな

いんですね。それはやはり医療費が高くなるからそういう対応になる

のですか。 
 
ずっと入院させてもらえないという言葉の意味が捉えづらいのです

が、原則としてずっと入院しなければならない病気はないと思うんで

すね。普通の一般病院ですけれども、平均在院日数という法的な縛り

があるので、盲腸とかなら手術したら帰る。白内障は日帰りになりま

す。病院として患者さんが平均して入院するのは何日かという縛りが

あります。長々とずっとというのは現在では考えられないことです。 
 
一般の方の入院ではなく、高齢者の方の病院がありませんでしたか。 
 
療養型の病院だと思いますけれども、やはり医療のことですから、

リハビリ等において目標を達成したら退院というのが大原則です。ず

っと、というのは医療という視点からは考えられないことです。 
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ずっと入院させてもらえないので、医療費が余計にかかってしまう

ケースもあると思うんです。ずっと入院していたら単価も下がってく

ると思うのですけれども。 
 
単価が下がるというのは事実です。しかし単価が下がるということ

と、ずっと入院させてもらえないというのとでは、話の次元が異なる

と思います。おっしゃることはわかりますが。 
 
やはり入院してもらっていたら家族の負担も軽くなるし、もちろん

ヘルパーさんにも来てもらうようにしていますけれども。 
 
そこの部分というのは本来介護保険との相互利用といいますか、本

来の目的に沿った制度をご利用いただくのがベストだと感じていま

す。委員がおっしゃったようにある目的が達成されるまでは医療が見

ていくということではありますが、なかにはそういったことが難しい

患者さんがおられるとは思いますけれども、大原則は委員のおっしゃ

るようなことだと思います。 
 
資料１にある平成２２年度から平成２６年度までの見込みがありま

すが、現状のままでいけば約２７億円の赤字が出るということで、こ

の辺のことについて何かご意見等ありませんか。 
では私からひとつ聞きたいのですが、資料２にあります後期高齢者

支援金等の概算、精算というところですが、平成２２年度は概算が１

８億９，０００万円ほどで、精算で平成２０年度について１億３，６

００万円ほど少なくて済んだということになるんですか。 
 
平成２０年度は実際に１億３，６００万円多く払い過ぎていたので

す。それを２年後の概算から差し引いて、平成２２年度では１７億５，

０００万円ほどを支払ったらいいですよとなっています。 
 
そうすると、平成２４年度では１，０００万円ほど精算部分でプラ

スになっているから、これだけ余分に払わなければならないというこ

とですね。 
 
そうです。２１億１，３００万円にプラスして、２１億２，３００

万円ほど払わなければならないということです。 
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会 長 
 
 
保険年金課長 
 
 
 
会 長 
 
 
保険年金課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各年度の予算を作る時には、この概算のところをもとに作っている

わけですね。 
 
そうです。概算、精算のところを読まなければならない。精算のと

ころは実績の数字を追えば何とか予想はつきますが、概算については

国がどんな数字を作ってくるのかが非常に難しいところです。 
 
支払いが予想していたより少なくなる分にはいいということでしょ

うか。 
 
そうなると２年後の精算で多額の請求が来るということがあります

から、限りなく実績と近い数字で見込んできてくれたら問題ありませ

んが、そこに差が生じているのが現状です。特に制度が開始した当初

はその差が大きかった。私たちは平成２１年度末で２億５，０００万

円の赤字を会計上作ったということになっています。しかし、平成２

２年度にある平成２０年度精算分として１億３，６００万円、平成２

３年度に平成２１年度精算分として７，２００万円それぞれマイナス

になっています。つまり、平成２０、２１年度で２億円ほど払い過ぎ

になっていたわけです。ただ、これに対する公費などがあるので実質

的な赤字というのは１億円ほど少なくなります。同じように前期高齢

者調整交付金でも２年間で２億円ほどの差が出ています。ということ

は、２億円ほど赤字が大きく見えていたと言えます。実際には、平成

２０、２１年度で５，０００万円ほどしか狂わせていないということ

です。川西市の給付費の総額というのは約１００億円を超えています

ので、２年間で２００億円。税率を設定する私たちの立場から、２０

０億円のなかの５，０００万円というのは、誤差と思っていただきた

いという気持ちです。ただ、今の赤字というのは、本来行うべきであ

った平成２２年度の税率改正を、リーマンショックによる影響で経済

状況が苦しいというなかで見送ったということ。それと昨年の大きな

給付の伸びというのが要因ですけれども、それ以前というのは、それ

なりに税率設定時の見込み通りになっていますよというのが、これら

の資料を見ていただいても明らかだと思っています。前期高齢者調整

交付金として資料２の２枚目にありますけれども、これも概算額と精

算額と２つありまして、平成２０年度の精算としてはマイナス１億９，

８００万円。これは、歳入の項目としてのマイナスなので、逆に川西

市に１億９，８００万円払い過ぎていた、川西市はもらい過ぎていた 
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ということになります。一方で平成２３年度のところでは平成２１年

度の精算として４億１，８００万円少なすぎたので、これだけプラス

してもらえるということです。この２年間を差し引きしますと先ほど

申し上げました約２億円。後期高齢者支援金の精算と合わせて約４億

円となり、影響額が半分として２億円という額だけ、平成２１年度末

の会計上の赤字を大きく見せていたということです。表向きは２億５，

０００万円の赤字ですが、実際はそうではないということです。前期

高齢者調整交付金に関し、資料２では４段で示しているのですが、積

算の仕方がもっと複雑でして別資料で管理しているのですが、国とい

うのは大雑把に概算を提示し、精算する。精算すればいいだろうとい

うところがありますので、その点で私たちは非常に苦慮しています。 
 
話は変わりますけれども、薬剤について現在では安いジェネリック

医薬品を勧めていると思います。それでジェネリック希望カードとい

うのも作ったのですけれども、薬局に行くとその薬がないということ

があります。それで結局、同じ成分だけど違う薬を処方してもらって、

あとから処方箋を書いてもらったお医者さんに聞いてみると、それは

おかしいですねって。国が勧めているはずのことなのに、そういうこ

とというのは起こり得るのですか。 
 
確かに国はジェネリック医薬品を勧めていまして、その利用が増え

ることで医療費の薬代の部分については安く抑えられ、保険者として

は助かるという話です。ただ、今はジェネリック医薬品の過渡期でし

て、昨年度の段階で普及率を３０％にしようという目標があって、実

際にはそれには至っていない状況です。川西市だけで見ましたら、近

隣の市町村に比べてジェネリック医薬品の割合は高い方です。医療機

関のご協力もあって、ジェネリック医薬品に変えてもいいよというお

医者さんもたくさんおられますので、すごくうまくいっている方だと

は思っています。ただ、過渡期ということで、全種類の医薬品をそろ

えているかというとそうではなくて、薬局でも種類をそろえようと努

力しているところです。そして、皆さんに正直に申し上げますと、実

はジェネリック医薬品にはいいものと悪いものがあります。ですから

薬局としてもあまりお勧めできないものがありますので、集められる

データから先発医薬品とほぼ同等の効果が期待できるものについては

どんどん普及させていこうと動いているところです。そういうことも

あって、今おっしゃっていただいたように、Ａという医薬品のジェネ 
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リックはあるけれどＢについては置いていないというケースは、現段

階ではあり得るということです。まだ過渡期ということで、もう少し

時間がかかりますので、順次置いていくようにはしています。 
 
よろしいでしょうか。何か他にはありませんか。 

それでは協議事項２「その他」について、お願いします。 
 
それではスケジュールの確認だけさせていただきたいと思います。

次回行われる第３回運営協議会ですが、１２月２５日クリスマスの日

です。午後１時半よりこの場所で行います。次は今回のこのデータに

さらに１カ月分のデータを加えて、一度私たちの考える税率案のお示

しできたらと思っています。第４回が１月１７日午後１時半から大会

議室で予定しています。一応予定ではありますが、市長から諮問させ

ていただこうと思っています。第５回が１月２２日同じく午後１時半

からこの場所で、答申をいただく予定です。 
 
今おっしゃっていただいたように、次回の１２月２５日の運営協議

会で説明していただきたく思うのですが、前回平成２２年度に税率改

正に関する諮問を受けて、３つの条件を出しております。ひとつは納

付率の向上。それからジェネリック医薬品の推奨、そして病気にかか

る前の予防といいますか、高額医療に至る前の初期健診の推進、これ

ら３つについて付帯条件として提示しましたが、それの取り組み状況

について実績や問題点等まとめていただいてご回答いただけたらと思

います。最新の給付状況とそれを踏まえた保険税率、それに加えて３

つの項目について説明をお願いします。 
他に何かございませんか。 

 
感想といいますか、いいことだなと思ったことですけれども、特定

健診に関するパンフレットが自宅に配られていたので、こういった案

内を定期的にしていただいたら医療費軽減につながるのかなと思いま

す。すごくいいので続けてほしいと思います。 
 
ありがとうございます。そちらに関しては年に３回配布させていた

だいています。来年度は医療費軽減に関するキャンペーンとして、県

や国保連合会とのタイミングに合わせて検討を進めているのが電車、 
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バス、駅などにある吊り広告でもって特定健診、がん検診、人間ドッ

クについて川西市はこういう取組みをしているとＰＲしたいと考えて

います。国保連合会はテレビのコマーシャルを流したりしていますけ

れども、あまり記憶には残らないかもしれませんね。その流れに乗っ

て川西市に関するＰＲもしていきたいと考えています。チラシに関し

てもまったくやめることはないのですが、何もかもやろうとすると経

費もかかってまいりますので、保険税にも影響しかねませんから、今

の予算の中で試行錯誤しているということでよろしくお願いします。 
 
他に何かありませんか。それでは本日の協議会を終了させていただ

きます。長時間おつかれさまでした。ありがとうございました。 
 

 


